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○雨竜町空地・空き家バンク制度要綱 

令和元年11月26日 

訓令第21号 

（目的） 

第１条 この要綱は、雨竜町内における空き家等のストック活用を円滑に進めることで、

管理不全となる空地・空き家の発生を防止し、空地・空き家の有効活用を図るとともに、

本町への移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 空き家とは、町内に所在する建物その他の工作物で、居住その他の用途で使用され

ていない（近く使用しなくなる予定のものを含む。）状態にあるものをいう。 

(2) 空地とは、町内にある住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態に

ある更地（近く更地となる予定を含む。）をいう。 

(3) 所有者とは、空き家又は空き地（以下「空き家等」という。）に係る所有権その他

の権原により当該空き家等の売却又は賃借等を行うことのできるる者をいう。 

(4) 利用希望者とは、本町への定住等を目的に、空き家等を購入若しくは賃借を希望す

る者をいう。 

(5) 空地・空き家バンクとは、空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを

受けた情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、提供する仕組みをいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空地・空き家バンク以外による、空き家等の取引を妨げるものでは

ない。 

（空地・空き家バンクへの登録の申込み等） 

第４条 空地・空き家バンクに登録しようとする所有者は、空地・空き家バンク登録申込

書（別記様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、当該空き家等

の情報を空地・空き家バンク物件台帳に登録するものとする。ただし、当該空き家等が

各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 
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(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの 

(2) 所有者等が暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又はそれ

らと密接な関係を有している者であるもの 

(3) 所有者又は所有者と同一世帯に属する者が、本町の町税、国民健康保険税、後期高

齢者医療保険料、介護保険料、公営住宅等使用料及び上下水道使用料等の公共料金を

滞納しているもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が空地・空き家バンクへの登録が適当でないと認

めるもの 

３ 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空地・空き家バンク登録決定通知書（別

記様式第２号）により当該申込者に通知するものとする。 

４ 町長は、前項の規定により登録をしていない空き家等で、空地・空き家バンクに登録

することが適当と認めるものは、当該所有者に対し同制度による登録を勧めることがで

きる。 

５ 町長は、第２項各号のいずれかに該当するため、登録しないことを決定したときは、

空地・空き家バンク不登録決定通知書（別記様式第３号）により当該申込者に通知する

ものとする。 

（登録事項の変更） 

第５条 前条第３項の規定による通知を受けた登録者は、当該登録の内容に変更があった

ときは、空地・空き家バンク登録事項変更届出書（別記様式第４号）を町長に提出しな

ければならない。 

（登録の取消） 

第６条 町長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該空地・空き家バンク登録

を取り消すことができる。 

(1) 当該空き家等に係る所有権その他の権原に異動があったとき。 

(2) 空地・空き家バンク登録から２年（空地については３年）を経過したとき。 

(3) 空地・空き家バンク登録取消届出書（別記様式第５号）の提出があったとき。 

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、空地・空き家バンク登録取消通
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知（別記様式第６号）により当該登録者に通知するものとする。 

３ 当該登録者は、前条第２号の規定により登録を取り消された者については、改めて第

４条第１項の規定による申込みをすることにより、再度登録することができるものとす

る。 

（登録情報の公開・提供） 

第７条 町長は、必要に応じて空地・空き家バンク物件台帳に登録された情報を町のホー

ムページ等において公開し、利用を希望する者に提供するものとする。ただし、登録者

が希望しない情報についてはこの限りではない。 

（利用の申込み等） 

第８条 空き家等の利用を希望する者は、空地・空き家バンク利用申込書（別記様式第７

号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申込みがあった場合、その申込みの内容を当該登録者に通

知するとともに利用希望者に登録事項を必要な範囲内で提供するものとする。 

３ 空き家等に関する売買又は賃貸借契約が締結されたとき、登録者は当該契約書の写し

を添付し、空地・空き家バンク契約締結報告書（別記様式第８号）により町長に報告し

なければならない。 

（登録者と利用希望者との交渉等） 

第９条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する売買、賃貸借の交渉及び契約

等については、直接これに関与しないものとする。 

（秘密の保持） 

第10条 この要綱に基づく業務に従事している者又は従事していた者は、その業務上知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和２年１月27日から施行する。 
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